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▼ 

計
画
策
定
の
趣
旨

　

本
町
の
行
財
政
運
営
は
、
今
ま
で
も

「
最
小
の
経
費
で
最
大
の
行
政
効
果
」

を
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
行
財
政
改
革
を
積
極

的
に
進
め
て
き
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
少
子
高
齢
化
に
よ
る
人
口

減
少
時
代
を
迎
え
、
地
方
自
治
体
は
、

住
民
ニ
ー
ズ
の
高
度
化
・
多
様
化
な
ど

の
社
会
情
勢
の
変
化
に
適
切
に
対
応
す

る
こ
と
が
い
っ
そ
う
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

国
お
よ
び
地
方
財
政
も
非
常
に
厳
し

く
、
国
は
財
政
の
健
全
化
と
構
造
改
革

を
す
す
め
る
と
と
も
に
、
地
方
自
治
体

に
対
し
て
も
市
町
村
合
併
、
三
位
一
体

の
改
革
を
促
進
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
社
会
情
勢
の
も
と
、
国

か
ら
地
方
自
治
体
が
集
中
的
に
取
り
組

む
べ
き
今
後
の
行
財
政
改
革
の
方
針
が

示
さ
れ
た
の
に
基
づ
き
、
本
町
の
今
後

の
健
全
な
行
財
政
運
営
の
指
針
と
す
る

た
め
こ
の
計
画
を
策
定
し
ま
し
た
。

▼ 

計
画
期
間

　

こ
の
計
画
の
期
間
は
、
平
成
17
年
度

か
ら
平
成
22
年
度
ま
で
の
６
年
間
で

す
。

▼ 

集
中
改
革
項
目

　

計
画
期
間
内
に
集
中
的
に
行
う
改
革

の
基
本
事
項
は
次
の
と
お
り
で
す
。

　

ま
た
、
こ
の
計
画
期
間
中
に
お
い
て

社
会
情
勢
の
変
化
に
よ
り
、
適て

き

宜ぎ

見
直

し
を
行
な
っ
て
い
く
も
の
と
し
ま
す
。

（
１
）
事
務
事
業
の
再
編
・
整
理
、廃
止
・

　
　

  

統
合

（
２
）
民
間
委
託
等
の
推
進
（
指
定
管

　
　

  

理
者
制
度
の
活
用
を
含
む
）

（
３
）
定
員
管
理
・
給
与
の
適
正
化
等

（
４
）
経
費
節
減
の
財
政
効
果

（
５
）
電
子
自
治
体
の
推
進

（
６
）
第
三
セ
ク
タ
ー
等

（
７
）
地
方
公
営
企
業
の
経
営
健
全
化

（
８
）
地
域
協
働
の
推
進

（
９
）
財
政
計
画

▼ 

公
の
施
設
の
指
定
管
理
者
制
度
を

含
む
民
間
委
託
な
ど
の
取
組
み
目
標

　

本
町
で
は
こ
れ
ま
で
に
、
17
年
度
か

ら
の
学
校
給
食
調
理
業
務
の
民
間
委

託
、
19
年
度
か
ら
の
保
育
所
の
民
営
化

な
ど
が
決
定
し
、
民
間
委
託
な
ど
の
民

間
活
力
の
導
入
を
積
極
的
に
進
め
て
き

ま
し
た
。
今
後
も
、
一
層
の
サ
ー
ビ
ス

水
準
の
向
上
と
業
務
の
効
率
化
を
図
る

た
め
に
、
民
営
化
や
民
間
委
託
、
指
定

管
理
者
制
度
な
ど
を
活
用
し
ま
す
。

須
恵
町
行
財
政
改
革

集
中
プ
ラ
ン
と
は

（
２
）
民
間
委
託
な
ど
の

推
進
（
表
１
）

社会体育
施　　設

産業振興
施　　設

基盤施設

文教施設

社会福祉
施　　設

（表１） 改
革
を
積
極
的
に
進
め
ま
す

№2

「
須
恵
町
行
財
政
改
革
集
中
プ
ラ
ン
」
を
策
定
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